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３ 就労状況 

◇平成22年から平成28年にかけての昭島市内の民間企業における障害者雇用の実雇

用率は、法定雇用率は下回っていますが、約0.3％増加となっています。 

 

 

〈参考：法定雇用率〉 

・「障害者の雇用の促進等に関する法律（障害者雇用促進法）」では、全ての事業主（民

間企業、国、地方公共団体等）は、障害のある人の雇用に関して、障害のある人が

地域で暮らし、地域の一員として共に生活できる「共生社会」実現の理念に基づき、

障害のある人の能力を正当に評価し、適当な雇用の場を確保するとともに、雇用の

安定を図るよう努めなければならないと規定しています。 

・障害者雇用促進法では、事業主に対して、障害のある人の雇用義務等に基づく雇用

の促進を図るため、障害者雇用率（法定雇用率）制度により、事業主が雇用する労

働者に占める身体又は知的障害のある人の割合が一定率（法定雇用率）以上になる

よう義務づけています。また、平成30年４月からは、精神障害のある人も法定雇

用率の算定に含まれることなどから、法定雇用率が引き上げられるとともに、平成

33年3月までに更に、0.1％引き上げることとなっています。 

 

事 業 主 区 分 
法定雇用率 

平成25年４月～ 平成30年４月～ 

民間企業 2.0% 2.2% 

国、地方公共団体、特殊法人等 2.3% 2.5% 

都道府県等の教育委員会 2.2% 2.4% 

 

◆障害者雇用の推移（民間企業）

22年 23年 24年 25年 26年 27年 28年

52 59 57 69 62 61 62

15,128 17,365 17,413 18,457 1,729 16,978 16,987

218 266 283 273 294 294 297

1.44% 1.53% 1.62% 1.48% 1.70% 1.73% 1.75%

16 24 27 22 22 25 25

1.8% 1.8% 1.8% 2.0% 2.0% 2.0% 2.0%

資料：東京労働局

◆障害者雇用の推移（昭島市）

23年 24年 25年 26年 27年 28年 29年

738 730 715 719 707 697 686

16 16 19 19 17 17 16

2.17% 2.19% 2.66% 2.64% 2.40% 2.44% 2.33%実雇用率

資料：職員課（各年６月１日現在）
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